
                      多摩川流域協議会（令和３年度第２回） 議事要旨 

                                         

  １．日 時：令和４年３月１０日（木）13:00～14:30 

  ２．場 所：京浜河川事務所 第 1 会議室 

       ※新型コロナ感染拡大防止等の観点から WEB 会議形式にて開催 

  ３．出席者：川崎市、大田区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、八王子市、多摩市、国

分寺市、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、日の出町、檜原村、甲州市、町田

市、東京都、神奈川県、山梨県、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター

甲府水源林整備事務所、農林水産省 関東農政局農村振興部設計課、東京管区気象台、横

浜地方気象台、甲府地方気象台、東日本旅客鉄道株式会社東京支社、東日本旅客鉄道株式

会社横浜支社、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社、東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事

業本部、京王電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、東急電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式

会社、国土交通省京浜河川事務所 

 

 ４．議題 

   １）多摩川流域協議会規約の改定について 

      ２）多摩川流域治水プロジェクトの充実に向けた対応について 

     ・流域治水プロジェクトのフォローアップについて 

     ・流域治水プロジェクトにおけるグリーンインフラの取り組みについて 

     ・流域治水プロジェクトにおける進捗と効果について 

     ・流域治水プロジェクトにおける具体的な取組について 

     ・自治体事例紹介 

      ３）今後のスケジュールについて 

   ４）その他 

     ・流域治水対策等の主な支援事業について 

 

 ５．議事要旨 

    １）多摩川流域協議会規約の改定について 

     ・資料１により多摩川流域協議会第４条別表１の改定案について説明し、同第８条の規定に

基づき、会員総数の２／３以上と定めるところ、全構成員の同意が得られたため、改定案に

ついては可決された。 

   ２）多摩川流域治水プロジェクトの充実に向けた対応について 

     ・資料２－１～４については、事務局より説明した。 

     ・資料２－５については、八王子市、狛江市、東京都、神奈川県、京浜河川事務所より、対策

の代表事例を紹介いただいた。（日野市は欠席のため、事務局より代理で説明した。） 

      ３）今後のスケジュールについて 

          ・資料３について、事務局より説明した。 



   ４）その他（流域治水対策等の主な支援事業について） 

     ・資料４について、事務局より説明した。 

 

 ６．構成員からの意見 

      １）多摩川流域協議会 規約の改定について（資料１） 

        ・特になし 

      ２）多摩川流域治水プロジェクトの充実に向けた対応について（資料２－１～５） 

・多摩川緊急治水プロジェクトにおける中下流部の河道掘削については、令和６年までに約

198 万 m3の河道掘削を行うこととなっている。掘削量が膨大であるため、その目標達成に、

市民が非常に心配している声もあるため、引き続き河道掘削について、目標に向かって進め

ていただくよう要望する。（川崎市） 

⇒令和６年度末までに河道掘削 198 万 m3 を掘削する予定であり、鋭意、事業を進めてまいり

たい。関係機関の皆さまにもご協力お願いしたい。（事務局） 

・今回の規約改定で水道局が構成員メンバーになっていただいた。流域治水プロジェクトに

も既存ダムの運用として「事前放流等の実施、体制構築」が位置づけられているが、詳細な

運用について以前よりお願いしている。特に、下流自治体にはまだ分からないことが多々あ

るため、是非京浜河川事務所、水道局、世田谷区も含めた沿川自治体と連携して、詳細な運

用を確認し、河川利用者や沿川住民が安心して過ごせる環境を整えていきたいと思ってい

る。（世田谷区） 

⇒東京都水道局とは引き続き調整を図っており、住民の周知方法などの体制構築は非常に重

要だと認識している。今後とも検討して下流自治体に情報提供していきたい。（事務局） 

⇒治水協定に基づく事前放流を実施するには安全を優先に実施していかなければいけないと

認識している。流域のご協力をいただき、安全かつ迅速な対応により治水協定に基づく事前

放流を今後実施していきたい。現在京浜河川事務所とも調整しており、皆さまにご協力いた

だいて進めていきたいと考えている。（東京都水道局） 

・世田谷区内では、野川が支流として合流しており、令和元年東日本台風時に、野川でもバッ

クウォーター現象があり一部で溢水箇所があった。溢水状況を踏まえ、対策の検討をお願い

したい。（世田谷区） 

⇒東京都も野川下流部で溢水があったと認識しており、現状の地盤等も踏まえながら対策の

検討を行っている。対策の検討が進み次第、世田谷区とも協議していきたいと考えている。

（東京都河川部） 

      ３）今後のスケジュールについて（資料３） 

     ・特になし 

      ４）その他（流域治水対策等の主な支援事業について）（資料４） 

        ・特になし 

                                 以上 


